
過疎地と都市における高齢者の居住の課題

2016.5.25

園田眞理子（明治大学）

1



奈良県十津川村
里山資本・主義 十津川Version

【十津川村の概要】
・面積 672.35㎢ (日本最大)
・大きさ 東西 33.4km 南北 32.8km
・総人口 3650人 (2015年6月1日現在)
・人口密度 5.61人/㎢
・主要河川 十津川 (村の中央部を南流)
・世界遺産 『紀伊山地の霊場と参詣道』

・熊野参詣道小辺路
・大峯奥駈道

十津川村の概要
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1975
年

1980
年

1985
年

1990
年

1995
年

2000
年

2005
年

2010
年

2015
年

2020
年

75歳以上 333 406 460 487 564 677 820 1067 1011 771

65-74歳 642 607 631 752 900 991 844 612 528 478

15-64歳 5,311 4,292 3,873 3,462 3,029 2,565 2,240 2,090 1,744 1,569

15歳未満 1,800 1,322 1,037 815 709 621 486 375 291 214
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十津川村の人口減少

村の人口は、2010年以降、急激な
減少局面にある。

15歳未満の年少人口は年に約15
名ずつ減少しており、若年人口と
出生数の回復は喫緊の課題であ
る。

65歳以上人口は、2010年をピーク
に減少に転じている。特に、65-74
歳の前期高齢者の減少が著しい
（2005年時より約300人減）。

75歳以上人口も2010年をピーク
に減少に転じているが、2015年現
在、約1000人である。ただし、５年
後の2020年には、この後期高齢
者人口も約240人減じると予想さ
れる。

村の高齢者人口が減少局面に
入っていることを十分に認識して
おく必要がある。

資料：「第6期介護保険事業計画及び老人福祉計画」十津川村 2015.3
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交通不便地、末端部
から集落が消滅

主要交通路の168号線か

ら、分岐した支線および旧
街道筋の部落で人口減少と
高齢化が著しい。

地図中の人口は、2013年1月時点。文中の数字は2015年4月時
点。（65歳以上人口/全年齢人口）

4



図 集落別75歳以上の人口比率

75歳以上人口比率が高い

部落ほど、衰退、消滅の
危険性が高い。

地図中の人口は、2013年1月時点。
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交通不便地、末端部
から集落が消滅



災害

1889年8月
十津川大水害

台風による大雨がもたらし
た、熊野川(十津川)流域に
おける大規模な水害。
奈良県吉野郡十津川郷(現
十津川村)に壊滅的な被害を
もたらした。

被害状況(十津川村)
・死者

168人(村民12862人)
・全壊・流出家屋

426戸(含半壊610戸)
・耕地の埋没流失

226ha

十津川村の概要-地理
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災害

2011年9月
紀伊半島大水害

台風12号による記録的な大雨
による影響で、和歌山県と奈良
県南部に甚大な被害をもたらし
た水害。

十津川村も、一時全村孤立す
る等、大きな被害をうけた。

被害状況(十津川村)
・人的被害

死者6人 行方不明者6人
・建物被害

全壊18棟 半壊 30棟
床下浸水14棟

主な被害
・土砂災害

土石流による建物の押し流し

土砂崩れによる道路の封鎖,土砂ダムの形成

・河川の氾濫
増水した川が折立橋の一部を押し流し、落橋

十津川村の概要-地理
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解法：現状からの脱却の戦略
サブシステムとしての里山資本･主義の実践

３つの深層問題を３つの深層問題を
串刺しできる解答

大地

エネルギー転換＊

産業構造の転換

人口・世帯の縮減

＊ 原発事故により加わった

●高齢者の幸福な看取り
●リタイア層のUターンの促進
●若中年者のI,U,Jターンの奨励

●林業×幸福祉業による雇用の創出

●木材資源（バイオマス）・水
資源（水力発電）を活用した
エネルギーの自由と売電
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資料提供：十津川村
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資料提供：十津川村
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資料提供：十津川村
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十津川村助け合い・いたわりあい
プロジェクト

（2013年～）

＜注意＞
以下の内容は、明治大学園田研究室が提案している内容です。

十津川村が実際に行おうとしているこではありません。



超高齢社会の生き残り戦略

地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより詳しく、また
これらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示したものです。

地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的なサ
ービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。
植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムでは、高齢

者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにおいて安定した日
常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素となります。そのような
養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健
・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。

出典：平成２５年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」
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村の将来人口構成
ー高齢化の進展の終了
（日本の40年後の状況）

十津川村の高齢化の進展は
2010-2015年の間にピークを迎
え、2015年以降の村の人口構成
の分布が著しく大きく変化

後期高齢者のピークが著しく低く
なり、2015-2020年時点では65歳

前人口の重みが大きくなる。一時
的かもしれないが、後期高齢者の
重みは相対的には解消される。

ただし、総人口は減少していくの
で、縮小の中の均衡という奇妙な
状況になる。

現時点の後期高齢者の人数を前
提にして中長期的な施策等を考え
ることは避けるべき。
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2015年以降の人口は、国勢調査を元に5歳階級別人口のコーホート分析により推計（園田）
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高齢化率と高齢者数の予測

2005年以降、村の65歳以上高齢
化率は踊場状態で推移。40％弱
で安定。

75歳以上人口のピークは2010年
で、その比率は2015年まで上昇す
るが、人数は減少する。

2020年には75歳以上高齢化率も
減少に転じる。
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介護保険総給付費＊と
保険料

介護保険開始時の2000年度は総費用
2.3億円でスタートしたが、3年に1度の

介護保険事業計画の見直し毎に総費
用は上昇し、第二期は3.3億円、第三期
は4億円、第4期で4.5億円に達し、第5
期では5億円を突破し、5.3億円に達し
た。

第6期の策定においては、厚労省のモ
デル算定にしたがった結果、2016年度
には6億円に達し、2017年度には5.6億

円にやや減少するという結果になって
いる。

一方、65歳以上の第一号保険者の保

険料も、総給付費の上昇に伴い。当初
の年額5,772円（標準額）が、第5期の
2012-14年には年額5万円と10倍にまで
上昇している。さらに、第6期では、第一

号保険者の負担割合が大きくなったた
め、年額8.1万円、月額6,750円と極めて
高額になっている。（全国平均5,514円、
奈良県平均5,231円）

十津川村の介護保険は給付費におい
ても、保険料においても全国的にみて
極めて高額であり（全国第32位）、その

原因究明を含めて、根本的な見直しが
必要である。

＊ 介護給付費と予防給付費の合計額

（その他の保険給付費は除く）
資料：十津川村介護保険事業計画報告書（第1期～6期） 16
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介護保険総給付費＊の支出費目と金額
＊ （介護給付+予防給付の総合計：居宅介護支援費およびその他分を除く）

資料：第五期十津川村介護保険事業計画
報告書に記載された、2011年8月時点の実
績値を元に算定（園田） 17

2011年実績値 （単位：千円）
介護給付総額 4.8億円

● 2011年8月時点においては、総給付費4.8億円に対して、約3分の1の1.7億円は村外の介護サー
ビスの利用に支出されていた。
● 2015年度の計画においては、総給付費約5.6億円に対して、2011年時点と同額の1.7億円を村外

のサービス利用に支出する試算になっている。村外費の比率は低下しているものの、支出の絶対額
は依然として大きく、この費用を村内に留まる仕組みを考える必要がある。また、村内にあっては、
特養費用が2千万円増、GH費用が3.2千万円増になっており、施設偏重の計画になっている。



第 ６ 期 第 一 号 保 険 料 （奈良県・村の保険者別）

都道府県名 保 険 者 名

第５期保険料
基準額（月額）

※２

第６期保険料
基準額（月額）

保険料基準額
の伸び率

高齢化率

高齢者（65歳以上）
に占める後期高齢
者（75歳以上）の割

合

要介護認定率

（円） （円） （％）
平成２７年１０月
１日時点（推計値）

※３

平成２７年１０月
１日時点（推計値）

※４

平成２６年１２月末
時点※５

奈良県 黒滝村 4,858 7,800 60.6% 45.7% 60.2% 21.9%

奈良県 天川村 4,849 8,686 79.1% 46.7% 64.9% 26.9%

奈良県 野迫川村 3,500 5,000 42.9% 45.9% 66.8% 30.7%

奈良県 十津川村 4,171 6,750 61.8% 39.7% 64.5% 30.5%

奈良県 下北山村 4,300 4,725 9.9% 47.4% 64.0% 21.3%

奈良県 上北山村 3,400 6,000 76.5% 45.8% 57.0% 23.0%

奈良県 川上村 3,800 4,500 18.4% 55.4% 61.0% 16.5%

奈良県 東吉野村 3,845 5,748 49.5% 54.4% 62.3% 23.1%

資料：厚労省

○十津川村の要介護認定率は、野迫川村について、全国2位の高認定率になっている。十津川村の認定率は異様に高いといえる。
なぜこれほどまでに認定率が高いのか、その原因を究明する必要がある
○十津川村の第5期と第6期の保険料を比べると、1.6倍と急激に保険料が高額になっている。天川村や上北山村でも同様の上昇が
見られるが、一方で、下北山村や川上村のように、保険料の上昇が小さいところもある。この違いの原因を究明する必要がある。

十津川村の要介護認定率は全国第2位の高さ・月額保険料は全国32位/1579

※１ 保険料を経過的に複数設定している保険者については、加重平均により１保険者につき１保険料として掲載している。

※２ 5期保険料については、前回公表（平成24年3月）後に保険料を設定した被災保険者等は、前回公表額と一致しない。

※３ 高齢化率（65歳以上人口／総人口）については国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より算出。

※４ 高齢者（65歳以上）に占める後期高齢者（75歳以上）の割合（75歳以上人口／65歳以上人口）については、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より算出。

※５ 要介護認定率（第1号被保険者の認定者数／第1号被保険者数）については、介護保険事業状況報告（平成26年12月月報）の数値より算出。
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ミッション

村民の合力により、

誰もが、誕生から最後まで

生き生きと安心して

暮らせる村の実現

「介護保険」は地方分権、地方主権の試金石といわれています。
急速、急激に進む超高齢化への対処と、財政的負担の合理化、軽減のために、
「社会保障と税の一体改革」にもとづき、2014年6月に「医療・介護総合確保推進法」が施行
されました。これは、19もの関連法案を一挙に改正するもので、今後の医療と介護等のあり
方を大改革するものです。

その実行にあたっては、地域が地域で地域のあり方を自ら考え実行する“地域包括ケアシ
ステム”の構築が鍵です。

“地域包括ケアシステム”が求められる背景は、次の通りです。
① 「施設入所」ではなく、身近な地域での継続的な暮らしを保障

② 「集団・施設処遇」による従来の方法は、高額、高コストであると同時に、対象者の自立
心と尊厳を大きく毀損する“過剰介護”の状況を生み出していた
③ 適正な地域単位で、問題解決を図る



村の「高齢者等の居住」を支える仕組み

自住宅

ソーシャル・キャピタル

集落（ため・ダム機能）
新しい

総合事業

小規模多機能型
居宅介護事業

復興公営住宅

高齢者住宅

グループホーム

特別養護
老人ホーム



【地域包括ケアシステム】小規模多機能型居宅介護拠点

①離散的な集落配置に対応するため、適所に居宅介護の拠点を形成

・「特別養護老人ホーム併設事業所」の1か所に集中していた通所機能と訪問介護機能の拠点分
散を図る。

②「特別養護老人ホーム」の整序により、第一号として「高森・小規模多機能拠点（定員：27名）」を開設

・既設の特別養護老人ホーム（現、45人）は、29人定員に小規模化を図る

・医療と看護と連携

・同一地区内の復興公営住宅、高齢者住宅居住者を中心に支援

・高齢者だけでなく、障がい児・者等も含み支援を行う

③第二号として、「北部小規模多機能拠点（定員：27名）」を開設

・村の診療所と連携。

・高齢者だけでなく、障がい児・者等も含み支援を行う（保育園との連携）

④必要に応じて、サテライト型小規模多機能拠点（定員：18名）を開設



＜建築概要＞
名称 高森の郷
所在地 奈良県吉野郡十津川村猿飼308-2
運営主体 （社福）十津川村社会福祉協議会
定員 特別養護老人ホーム 30人

デイサービス 15人
ショートステイ 6人

敷地面積 21,003㎡
延床面積 3,548㎡
構造・階数 RC造地上1階

特別養護老人ホーム
高森の郷の再編
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参考：村内の地域拠点の形成イメージ



貞享元年（1684年）の絵図

幕末期の絵図

縮小期は江戸時代にもあった！
越後高田の例

大都市郊外部における高齢者の居住動向と
エビデンス・ベースドの地域居住・介護・医療等の計画立案の可能性



都市の変容 東京の住宅マーケット
資料：人口 2010年国勢調査 東京都を使用
持家率：2010年 国勢調査 世帯主年齢5歳階級別持家率 東京都を使用



住宅地年齢 開発 ⇒10年 ⇒20年 ⇒30年 ⇒40年 ⇒50年････世代交代

義務教育期 高等教育期 熟年期 引退期 老後
(虚弱)期

世帯主年齢 35歳 ⇒45歳 ⇒55歳 ⇒65歳 ⇒75歳 ⇒85歳････世代交代

住宅地のライフサイクル

戦前の市街地

S60(85)年代～

S50(75)年代～

S40(65)年代～

S30(55)年代～

S60(85)年代～

S50(75)年代～

S40(65)年代～

S30(55)年代～

‘95頃
世代交代

‘05頃
‘15頃

‘25頃
‘35頃

都心
＜超高層住宅＞23区内

＜マンション＞

23区内
＜マンション＞

‘05頃

‘35頃
‘15頃 ‘25頃

郊外へ←都市の拡大→郊外へ
（’60年代～90年代前半）

郊外の世代交代
（開発順）

世代交代完了
（’95年～’05年） 郊外の世代交代

（開発順）

人口減
（需要減）

人口減
（需要減）

現時点での「高齢者」の居住地：S40～50年代開発住宅地



街はどのように生成、発展してきたか

街の生成は、植物の成長と同じ
◦ 線路が伸びる
◦ 駅から道路が丘、台に向かって伸びる
◦ 丘の上に、葉っぱのように住宅地が形成される
◦ お父さんは「働き蜂」。丘の上からおりてきて、
毎日養分を巣に運ぶ

育った子供は丘の上から巣立っていった
お父さんは働きを終えて、丘の上に戻ってきた

高度経済成長期：都市の拡大・拡張

バブル期：スプロール、中心部の空洞化

ポストバブル期：選択と集中

コンパクトシティ？？

まちは植物と同じ。養分が行かなくなると枯れるかもしれない

居住生態学の視点



番

号
住宅地名 所在地

開発面積

(ha)

区画

数

分譲開始

年

1 聖蹟桜ヶ丘 東京都多摩市関戸２丁目 2.4 96 1957

2 つつじヶ丘 東京都三鷹市中原１丁目 5.9 189 1957

3 府中 東京都府中市府中町１丁目 3 121 1958

4 永福町 東京都杉並区永福町１丁目 2 25 1959

5 桜ケ丘 東京都多摩市桜ヶ丘１丁目 78.7 1450 1962

6 調布若葉町 東京都調布市若葉町１丁目 2.1 83 1964

7 めじろ台 東京都八王子市めじろ台１丁目 80 2127 1967

8 東めじろ台 東京都八王子市散田町４丁目 3.2 133 1970

9 平山 東京都日野市平山１丁目 51.5 805 1973

10 めじろ台西側 東京都八王子市めじろ台３丁目 4 137 1995

京王電鉄が開発した住宅地の分譲開始年代別マップと住宅地リスト



番号 住宅地名 所在地 開発面積(ha) 区画数 分譲開始年

1 野川第一 神奈川県川崎市宮前区野川 22.1 796 1962

2 恩田第一 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 27.4 1003 1965

3 下谷本西八朔 神奈川県横浜市青葉区藤が丘,梅が丘 104.5 3956 1967

4 有馬第一 神奈川県川崎市宮前区鷺沼 68.8 2714 1967

5 長津田恩田川 横浜市緑区長津田一丁目 10.8 - 1967

6 恩田第二 神奈川県横浜市青葉区青葉台,榎が丘 172.9 6480 1968

7 恩田第三 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 65.0 2375 1968

8 市ヶ尾第一 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 28.9 1015 1968

9 西谷本第二 神奈川県横浜市青葉区千草台 64.0 2536 1968

10 荏田第一 神奈川県横浜市青葉区荏田町 29.7 1044 1969

11 元石川第一 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 118.0 4285 1969

12 小川第一 東京都町田市南つくし野 95.1 3511 1969

13 下市が尾第一 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 21.9 804 1969

14 大和市北部第一 神奈川県大和市つきみ野 112.5 4141 1970

15 西八朔第二 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 51.5 2025 1970

16 梶ヶ谷第一 神奈川県横浜市青葉区梶ヶ谷 76.7 2885 1971

17 上谷本第一 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 53.1 2038 1971

18 成合 神奈川県横浜市青葉区たちばな台 59.6 2282 1971

19 恩田第四 神奈川県横浜市青葉区田名町 54.8 2082 1971

20 神木 神奈川県川崎市宮前区神木 16.2 621 1972

21 小川第二 東京都町田市南つくし野 70.6 2532 1972

22 禅当寺 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 8.5 - 1972

23 元石川第二 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 94.8 3490 1973

24 北山田第一 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 38.3 1421 1973

25 下長津田 神奈川県横浜市緑区いぶき野 40.2 1510 1974

26 上谷本第二 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 29.2 1087 1975

27 嶮山第一 神奈川県横浜市青葉区すすき野 90.4 3261 1975

28 嶮山第二 神奈川県横浜市青葉区柿の大場町 29.7 1104 1975

29 早野 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘 35.3 1277 1975

30 南町田第一 東京都町田市鶴間 38.9 1178 1975

31 上谷本第三 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 43.8 1665 1976

32 小台 神奈川県川崎市宮前区小台 36.2 1395 1976

33 厚木第一 神奈川県厚木市毛利台 43.0 - 1976

34 奈良恩田 神奈川県横浜市青葉区すみよし台 49.1 1853 1977

35 元石川大場 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 179.7 6742 1977

36 鴨志田第二 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 16.2 609 1977

37 土橋 神奈川県川崎市宮前区土橋 122.7 4580 1979

38 宮崎 神奈川県川崎市宮前区宮崎、宮前平 129.9 4917 1979

39 有馬第二 神奈川県川崎市宮前区有馬 137.1 5045 1979

40 小黒 神奈川県横浜市青葉区荏田北 43.9 1624 1979

41 南町田第二 東京都町田市鶴間 4.3 156 1979

42 市ヶ尾川和 神奈川県横浜市青葉区市が尾 47.2 1671 1980

43 元石川第三 神奈川県横浜市青葉区新石川 87.7 3184 1980

44 市ヶ尾第三 神奈川県横浜市青葉区市が尾町 9.1 290 1981

東急電鉄が開発した住宅地の分譲開始年代別マップと住宅地リスト



32斜線地域は「地区計画区域」：都内各区市町村別に地区計画図・計画書のDBが整備

八王子市都市計画図 高齢化が進む住宅地（用途指定・道路線形）



郊外住宅地の今



一～四丁目
事業主：SB鉄道㈱
供給戸数：約2100戸
分譲開始：1976年
開発面積：約100ha

開発概要

最低敷地面積：160㎡ 高さ制限：9m
階数：地上２階まで 外構：生垣またはフェンス

五丁目
T住宅供給公社
約500戸
1994年
開発面積：約20ha

子どものいない公園地域内のショッピングセンター

住宅地内の幹線道路

地区計画による環境コントロール

整然とした街並み

典型的な郊外住宅地－プロフィール－
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典型的な郊外住宅地 －開発時と現在の住宅・宅地価格－

住宅価格の推移

建売分譲
土地面積：222.5㎡
延床面積：122.2㎡
カーポート設置率：100%
間取り：４ＬＤＫ
平均価格：4620万円（土地・建物）

販売当時パンフレット・販売会社ヒアリング参照

現在（2007年）開発当時（1984年）

住宅流通価格
土地価格 ：2900万円
土地＋リフォーム付建物：3000万円
土地＋新築住宅 ：5000万円

売主 リタイヤ層が90%
マンションへの住み替え

買主 30代後半～40代
前居住地は八王子80%

年間約20件前後の成約事例（レインズ）

年度 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19

契約件数 18 17 21 24 8

平均価格 3136万円 3263万円 3065万円 3185万円 3264万円

※平成19年度は12月17日時点のデータ

総支払額
1億円以上
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1985年　K住宅地
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男

1995年　K住宅地
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c

2005年　K住宅地
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住宅地の人口構成の変遷

2005年　八王子市
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1985年　八王子市
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参考：国勢調査（丁名変更により一部修正）

６５歳以上人口比率

八王子市 Ｋ住宅地

6.4%

12.6%

26.4%

7.9%

11.2％

17.2%

1985年

1995年

2005年

親：40代

親：50代

親：定年

子：小中学生

子：高大学生

子：社会人
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居住者の将来観 －住み続け・住み替え意向－

住み続けたい理由

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

住宅の立地や周辺環境に満足している

現在の家に満足している

地域に愛着がある・慣れている

仲の良い友人・知人がいる

子供や親戚が近くにいる

その他

%

立地や周辺環境
住まいへの満足度が高い

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

老後への備え

買い物や通院の利便性に問題

家の老朽化

家や庭の手入れ・管理が大変

周囲の環境に問題

家が広すぎる

自分や家族の体調不良･健康不安

生活スタイルにあわない

その他

子供世帯の子育て等のサポート

家が手狭

親の介護

%

暮らし方の不安 住まいへの不安

住み替えたい理由

マンション

50%

一戸建て

26%

サービス付の高

齢者専用住宅

11%

別荘・リゾートマ

ンション

0%二世帯住宅

5%

有料老人ホーム

3%

その他

2%

わからない

3%

住み替えたい住まい

住み続けるための住まい

複数地居住を

したい

4%

二世帯住宅に

したい

3% その他

1%

わからない

6%

建替えたい

10%

リフォームした

い

16%

このままでよ

い

60%

60歳以上 京王線沿線の便利なところ

70歳以上 子供の居住地周辺
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一世世代の今後

子世帯と別居

子世帯と同居

高齢期を迎える不安

地域サービスを利用して住み続けたい
安心できる住宅や施設に住み替えたい
わからない

５割
２割
２割

直系血族による相続 → 低い

居住の継続

地域に住み続けるための
地域サービスが必要

同居家族による相続 → 高い

今後の住み続け意向も高い

50～60歳前後 沿線の便利な所

70歳前後 子供の居住地

沿線駅周辺マンション
＋近くにシニア関連施設

住み替わり

ニーズ 住み替え先が必要

このような世帯はわずか（５％）

子供居住地の近くの
シニア関連施設

郊外に住まう人（特に一世世代）にとって、安心して住み続けるための地域サービスや
老後の住まいとしての住み替え先が現段階では未整備であり、
郊外住宅地が持続性を持つためには、このような環境を早く整えなければならない



出口戦略：地域内住替え循環
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シングル
カップル

ヤングファミリー
シニアカップル

急行・快速駅

ファミリー
住宅地



出口戦略：退職者コミュニティまたは週末コミュニティ
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ファミリー
シニア戸建

高齢者
ホーム＊

コンパクト
シニア戸建

別荘
高齢者

ペンション**

クライン
ガルテン

SOHO
ファミリー

戸建

エコ

自然

健康

地産地消

リゾート

緑



地域包括ケアシステムの概念図
地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）をより詳しく、また
これらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を担っていることを図示したものです。

地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的なサ
ービスである「医療」「介護」「予防」を植物と捉えています。
植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括ケアシステムでは、高齢

者のプライバシーと尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいにおいて安定した日
常生活を送るための「生活支援・福祉サービス」があることが基本的な要素となります。そのような
養分を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健
・予防」が効果的な役目を果たすものと考えられます。

出典：平成２５年３月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」



「施設ケア」から「地域ケア」へ

施設ケア

ケア集積・建物型
Aging in Building
Care in Building

規模の経済

虚弱者
居住施設

要介護者
居住施設

生活支援 介護医療

富裕ビジネス（民間CCRC)
施設ビジネス（社福・医療法人）
貧困ビジネス（民間たまゆら型）

地域ケア

ケアネットワーク・面型
Aging in Place

Care in Community
範囲の経済（距離の経済）

都市経営ビジネス（日本：？？？）
Ｃｆ． 欧州：市町村（コミューン）

米国：ゲイティッド・コミュニティ（→自治体）

権利擁護（オンブズマン制度）（未整備）

生活支援（未整備）

介護

20世紀 21世紀

＜集合居住の規模＞
30戸以上 30戸未満
30室以上 30室以上



半径5ｋｍ
高齢者の介護から看取りまで

半径3～5ｋｍの日常生活圏でのリスクマネージメント

地域包括支援センター（≒特別養護老人ホーム）が核


